
 
 
 

 

「戸別収集実験事業」順調にスタート！ 
 

市では、集積場所を起因とする諸問題解決に向けて、戸別収集の実施を検討しています。２０２５年

４月より戸別収集による影響や効果などを把握することを目的に、「戸別収集実験事業」を開始しまし

た。 

開始から１ヶ月が経過し、市民の皆さまによる多大なるご理解ご協力により、順調にスタートすることが

できています。 

 

1. 戸別収集実験事業の概要                                        

 

⑴ 目 的 戸別収集を実施した場合の３者（自治会等・個人・市）における 

影響や効果などの把握 

⑵ 検 証 項 目 排出量や組成、戸別収集におけるメリットやデメリット、 

収集体制など 

⑶ 期 間 2０２５年４月１日から２０２６年３月３１日まで 

⑷ 対 象 品 目 燃やせるごみ 

⑸ 対象 エリア 幸町、芹沢、共恵一丁目、共恵二丁目、 

中海岸一丁目、浜竹四丁目、 

東海岸北一丁目、東海岸北二丁目 

 

2. 戸別収集実験事業の様子                                        

 

 
 

3. 今後のスケジュール                                            
 

戸別収集による影響や効果などを把握するため、排出量調査や組成分析調査を実施しデータ分析

をするとともに、意見交換やアンケート調査を実施し排出者の意識の変化を確認していきます。 

検証結果は、2026年 3月上旬を目途に、公表することを予定しています。 

安全確認を行いながら収集している様子 東海岸北二丁目の排出状況 

茅 ヶ 崎 市 記 者 発 表 資 料 

2 0 2 5 年 4 月 3 0 日 

環境部資源循環課 課長 小俣 昇士 

電話 0467（82）1111 内線 1229 


